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向け 

2024 年 6 月 1 日 

松田綜合法律事務所 

弁護士 森田 岳人 

 

 

※この記事は松田綜合法律事務所の note に掲載したものです。 

https://note.com/mandp/n/nfdfcef363858 

 

AI 事業者ガイドライン（第 1.0 版）の取りまとめ 

経産省と総務省は、生成 AI の普及や急激な技術の変化等に対応するために 2023 年から有

識者等と議論を重ね、2024 年 4 月 19 日に「AI 事業者ガイドライン（第 1.0 版）」を取り

まとめて公表しました。

https://note.com/mandp/n/nfdfcef363858
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html
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引用：経済産業省ホームページ 

 

AI 事業者ガイドラインは、過去に策定された複数のガイドラインを統合し、最新の状況に

アップデートされたものであって、今後、AI を開発したり、利活用していく企業にとって

は最も参考にすべきガイドラインになります。 

 

本シリーズの趣旨 

 

AI 事業者ガイドラインは比較的わかりやすくまとめられているのですが、本編 36 頁、別

添 157 頁、その他チェックリスト、ワークシートなどの参考資料やツールもあり、全体と

してはかなりのボリュームになります。 

https://assets.st-note.com/img/1717132931828-8KCXixpTuG.png?width=2000&height=2000&fit=bounds&quality=85
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引用：経済産業省ホームページ 

 

したがって、これらを一から最後まで全て読んでいくことはなかなか難しいかと思いま

す。 

そこで、AI 事業者ガイドラインやその付属資料について、実務上ポイントとなる点をわか

りやすく解説してみようというのが、本シリーズの趣旨となります。 

まず第１回は、これから AI を利用していきたいと考えている企業（AI 利用者）の皆様

が、どこからどのように始めたらいいのかを、AI 事業者ガイドラインに沿ってお伝えしま

す。 

 

AI 開発者・AI 提供者・A 利用者の区別 

 

初めに用語だけ整理しておきます。 

AI 事業者ガイドラインでは AI に関わる事業者を、AI 開発者、AI 提供者、AI 利用者の 3

つに分けて、それぞれが参考とすべき指針を示しています。 

これらのイメージや説明は以下のとおりです。 

 

・AI 開発者（AI Developer） 

AI システムを開発する事業者（AI を研究開発する事業者を含む） AI モデル・アルゴリ

ズムの開発、データ収集（購入を含む）、前処理、AI モデル学習及び検証を通して AI モ

デル、AI モデルのシステム基盤、入出力機能等を含む AI システムを構築する役割を担

う。 

 

https://assets.st-note.com/img/1717132375987-yg7yNhha6p.png?width=2000&height=2000&fit=bounds&quality=85
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・AI 提供者（AI Provider） 

AI システムをアプリケーション、製品、既存のシステム、ビジネスプロセス等に組み込

んだサービスとして AI 利用者（AI Business User）、場合によっては業務外利用者に提供

する事業者 AI システム検証、AI システムの他システムとの連携の実装、AI システム・

サービスの提供、正常稼働のための AI システムにおける AI 利用者（AI Business User）

側の運用サポート又は AI サービスの運用自体を担う。AI サービスの提供に伴い、様々な

ステークホルダーとのコミュニケーションが求められることもある。 

 

・AI 利用者（AI Business User） 

事業活動において、AI システム又は AI サービスを利用する事業者 AI 提供者が意図して

いる適正な利用を行い、環境変化等の情報を AI 提供者と共有し正常稼働を継続すること

又は必要に応じて提供された AI システムを運用する役割を担う。また、AI の活用におい

て業務外利用者に何らかの影響が考えられる場合は、当該者に対する AI による意図しな

い不利益の回避、AI による便益最大化の実現に努める役割を担う。 

引用：AI 事業者ガイドライン 本編 5 頁 

引用：AI 事業者ガイドライン 本編 5 頁 

AI を利用するときの進め方（全体像） 

これから AI を利用していきたいと考えている企業（AI 利用者）は、以下の順番で進めて

いかれるのが良いかと思います。 

なお、AI 事業者ガイドラインに記載されていることを全て行うことがベストプラクティス

https://assets.st-note.com/img/1717127797772-1MfcETyqva.png?width=2000&height=2000&fit=bounds&quality=85
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ですが、これから AI を利用しようとする企業（特に中小企業）の皆様にはやや高いハー

ドルとなってしまいますので、以下では最低限のフローにとどめています。 

 

１．プロジェクトに関わる部署や責任者を決める。経営層もコミットする。 

 

２．関係部署の責任者が中心となって、以下を読み、AI 利用者として留意すべき事項を

学ぶ。 

 

●AI 事業者ガイドライン本編（特に「第 2 部 AI により目指すべき社会及び各主

体が取り組む事項」と「第 5 部 AI 利用者に関する事項」） 

●AI 事業者ガイドライン別添（特に「別添５．AI 利用者向け」） 

 

３．関係部署の責任者が中心となって、以下のワークシートを検討して書き込む。 

 

●AI 事業者ガイドライン「別添７C．具体的なアプローチ検討のためのワークシー

ト（共通の指針）」 

●AI 事業者ガイドライン「別添７C．具体的なアプローチ検討のためのワークシー

ト（「AI 利用者」関連※記載例あり）」 

 

４．上記３のワークシートで明確になったタスクを、関係部署の責任者が中心となって

実行し、AI の利用の準備を整える。 

 

５．AI の利用を開始する。 

 

６．AI を利用しながら、モニタリングを行い、評価及び継続的改善を行う。 

 

今回はここまでです。 

次回は上記のフローをもう少し細かく見ていきたいと思います。 

 

 

弁護士 森田岳人（松田綜合法律事務所 パートナー） 

2004 年 10 月東京弁護士会登録。松田総合法律事務所入所。2016 年 4 月より同事務所パー

トナー。2021 年 1 月より名古屋大学未来社会創造機構 客員准教授。東京弁護士会 AI 研

究部所属。 

最近は、個人情報・プライバシー関連法務、AI・データ関連法務、自動運転・モビリティ

サービス関連法務に、IT 関連法務に注力。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20240419_1.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20240419_3.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20240419_5.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20240419_5.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20240419_5.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20240419_5.pdf
https://jmatsuda-law.com/members/taketo-morita/
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「個人情報保護委員会の動向」（共同執筆／ジュリスト 2023 年 10 月号(No.1589) | 有斐

閣）、「与信 AI に法規制はなされるか ―差別・公平性の観点から―」（共同執筆／「金融

法務事情」 2022 年 6 月 10 日号）、「AI プロファイリングの法律問題──AI 時代の個人情

報・プライバシー」（共著/商事法務）ほか。 

 

 

この記事に関するお問い合わせ，ご照会は以下の連絡先までご連絡ください。 

 

info@jmatsuda-law.com  

弁護士 森田岳人 

松田綜合法律事務所 

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号  大手町野村ビル 10 階  

電話：03-3272-0101 FAX：03-3272-0102 

 

この記事に記載されている情報は，依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成さ

れたものであり，教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報につ

いて法律アドバイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう，また，個別な事実関係に

基づく具体的な法律アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。 


